
ＰＣＢ廃棄物の適正処理対策について 

 

１ 高濃度ＰＣＢ廃棄物等の処理 

種類 処理先 処分期限 

蛍光灯安定器，小型コンデンサ， 

感圧複写紙等の汚染物 

ＪＥＳＣＯ 

北九州処理事業所 
平成３３年３月末まで 

高圧トランス・コンデンサ 
ＪＥＳＣＯ 

大阪処理事業所 

※ 処理実績については資料５－１を参照 

 

２ 本市におけるＰＣＢ保管事業者掘り起こしの対象 

・ 自家用電気工作物設置事業者       ３，７６９件 

・ ＰＣＢ使用安定器保管・所有事業者  約２０，０００件（精査中） 

 

３ 自家用電気工作物設置事業者の掘り起こし状況（平成２９年度） 

平成２９年１月及び同年５月にアンケート調査を実施した。 

 平成２９年５月３１日時点 平成３０年９月末日時点 

回答有り １，２４３件（３３．０％） ２，５３４件（６７．２％） 

宛先不明 ４８２件（１２．８％） ３８件（ １．０％） 

未回答 ２，０４４件（５４．２％） １，１９７件（３１．８％） 

計 ３，７６９件 ３，７６９件 

（１）掘り起こしの成果 

ア 平成２９年６月以降，フォローアップ調査を行い，２，５３４事業者（全体の６

７．２％）から回答を得た。 

イ ＰＣＢ廃棄物等の保管届が未提出の事業者が６５事業者（全体の１．７％，回答有

りの２．６％）見つかり，届出書を速やかに提出するよう指導した。 

（２）宛先不明事業者へのフォローアップ 

ア 宛先不明の事業者（４８２事業者）については，電話及び調査票を再送付して調査

した。３８事業者は，宛先不明のままとなった。 

イ 新たにＰＣＢ廃棄物等が２事業者で見つかり，速やかにＰＣＢ廃棄物の保管届を

提出するよう指導した。 

（３）未回答事業者への対応 

平成３０年３月に，未回答の事業者（１，７９２事業者。宛先不明事業者を含む。）

に対しアンケートを再送し，回答を督促した（同年３月３０日締め切り）。 
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４ ＰＣＢ使用安定器保管・所有事業者の掘り起こし状況（平成３０年度） 

（１）税担当部署から固定資産税家屋台帳情報の提供を受けたが，所有者氏名の情報がなく

法務局から建物登記簿情報の提供を受け，それらを突合してアンケート送付先対象事

業所リストを作成している。準備ができ次第，アンケート調査を実施する予定である。 

（２）環境省が１５の自治体と共同で各データ（固定資産税家屋台帳，建物登記簿，経済セ

ンサス，情報通信会社データ）による掘り起こし調査を平成３０年１月と２月にモデル

事業として実施し，その結果を基に平成３０年８月に「ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調

査マニュアル」の改訂が行われた。 

 

５ 平成３０年度の取組内容 

（１）ＰＣＢ特措法等に基づき，引き続き，届出の提出や適正保管，適正処理に向けた指導・

助言を行う。 

（２）ＪＥＳＣＯ各処理事業所に関する情報（処理対象物，登録手続，料金，収集運搬業者

等）や法令改正等の情報についても，保管事業者に提供する。 

（３）市内の一般事業者に対しては，「ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル」に沿

って，早期処理に向けたアンケート調査を実施し，保管・届出の指導及び追跡調査等を

行う。 

（４）ホームページ，ＳＮＳ，イベントでのチラシの配布，各団体（京都市中小企業未来力

会議，京都商工会議所，公益社団法人京都工業会）の協力によるメールマガジンへの掲

載を行う。また，国に対しては，全国的なテレビＣＭの実施を要望していく。 

 

６ 課題 

（１）自家用電気工作物設置事業者の掘り起こしについて 

ア 「宛先不明及び未回答」の事業者への追跡調査は，他の業務もあり，年内に終了す

るのは厳しい状況にある。 

イ アンケート調査を実施後，従来の保管事業者を含め，相談や問い合わせが非常に増

加している。 

ウ ＪＥＳＣＯへの登録手続きを行っていない事業者が存在しており，その対応を求

められている。 

【アンケート調査①】 【連絡先確認調査】 【アンケート調査②】 【文書による最終通知】

調査対象事業者 回答事業者

3,769 2,442

未回答事業者

855

未達事業者 確認可事業者 回答事業者

472 434 92

未回答事業者 最終通知事業者

342

確認不可事業者

38



（２）ＰＣＢ使用安定器保管・所有事業者の掘り起こしについて 

ア 固定資産税家屋台帳情報と建物登記簿情報のデータ突合作業を職員自ら実施して

おり，その作業にかなりの時間を要している。 

イ アンケート調査を実施後，相談や問い合わせが非常に増加する可能性がある。 

（３）その他 

ア ＪＥＳＣＯにおける処理について，処理費は最大で９５％の負担軽減措置を受け

ることができるが，収集・運搬費については負担軽減措置がない。 

イ 他政令指定都市と比べても，人員配置や予算措置が不十分で，掘り起し調査の体制

が盤石ではない。 

 

７ 今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 計画的処理完了期限 現  在 
処分期限 

Ｈ３３．３．３１ 

 

Ｈ３４．３．３１ 

 

Ｈ３０．１０.２ 

 

代執行 掘り起し調査・処分指導等 命令 処理 
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